
４水漁第 1 5 1 6号 

令和５年２月16日 

水産政策審議会 会長 

田中  栄次  殿 

農林水産大臣  野  村  哲  郎 

漁業経営の改善に関する指針の変更について（諮問第４１２号） 

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和５１年法律第４３号）第 

３条第１項の規定に基づき、漁業経営の改善に関する指針を別紙のとおり変更した

いので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
漁
業
経
営
の
改
善
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
別
紙
）
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改

正

後

改

正

前

一

漁
業
の
経
済
的
諸
条
件
の
著
し
い
変
動
、
漁
業
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
の
変

化
等
に
対
処
す
る
た
め
に
行
う
漁
業
経
営
の
改
善
に
関
す
る
事
項 

我
が
国
の
漁
業
は
、
生
産
量
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
国
内
の
水
産
物
消
費

が
伸
び
悩
む
中
で
、
そ
の
経
営
は
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て
お
り
、
適
切
な
資

源
管
理
に
よ
る
持
続
的
な
水
産
資
源
の
利
用
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
と

と
も
に
、
多
様
化
す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
水
産
物
を
供
給
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
近
年
顕
在
化
し
て
き
た
海
洋
環
境
の
変
化
を
は
じ

め
と
し
た
地
球
規
模
の
環
境
変
化
を
背
景
と
す
る
我
が
国
の
主
要
な
魚
種
の
不

漁
、
燃
油
、
飼
料
等
資
材
価
格
の
高
騰
等
、
我
が
国
漁
業
を
取
り
巻
く
環
境
は

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

今
後
と
も
国
民
に
対
し
て
水
産
物
を
安
定
的
に
供
給
す
る
と
い
う
使
命
を
果

た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
漁
業
を
め
ぐ
る
環
境
の
下

で
、
限
ら
れ
た
水
産
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
つ
つ
、
競
争
力
に
優
れ
た
漁
業

活
動
を
安
定
的
に
行
い
得
る
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
漁
業
経
営
を
育
成
し
、
こ

れ
を
今
後
の
漁
業
生
産
を
担
っ
て
い
く
主
体
と
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。 漁

業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
漁
業
経
営
改
善
制
度
（
以
下
「
本
制
度
」

と
い
う
。
）
は
、
こ
の
よ
う
な
漁
業
を
取
り
巻
く
課
題
を
踏
ま
え
、
計
画
的
な

資
源
管
理
や
漁
場
改
善
に
取
り
組
む
漁
業
者
及
び
そ
の
よ
う
な
漁
業
者
を
構
成

員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合
等
（
以
下
「
漁
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
漁
業

経
営
の
改
善
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
漁
業
経
営
を

育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

令
和
四
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
新
た
な
水
産
基
本
計
画
（
令
和
四
年
三
月
二

十
五
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
水
産
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

と
し
て
、
「
海
洋
環
境
の
変
化
も
踏
ま
え
た
水
産
資
源
管
理
の
着
実
な
実
施

」
、
「
増
大
す
る
リ
ス
ク
も
踏
ま
え
た
水
産
業
の
成
長
産
業
化
の
実
現
」
及
び

「
地
域
を
支
え
る
漁
村
の
活
性
化
の
推
進
」
の
三
つ
の
柱
が
示
さ
れ
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
を
中
心
に
水
産
に
関
す
る
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。 今

後
、
漁
業
経
営
の
改
善
を
進
め
よ
う
と
す
る
意
欲
あ
る
漁
業
者
等
に
は
、

一

漁
業
の
経
済
的
諸
条
件
の
著
し
い
変
動
、
漁
業
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
の
変

化
等
に
対
処
す
る
た
め
に
行
う
漁
業
経
営
の
改
善
に
関
す
る
事
項 

 

我
が
国
の
漁
業
は
、
生
産
量
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
国
内
の
水
産
物
消
費

が
伸
び
悩
む
中
で
、
そ
の
経
営
は
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て
お
り
、
適
切
な
資

源
管
理
に
よ
る
持
続
的
な
水
産
資
源
の
利
用
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
と

と
も
に
、
多
様
化
す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
水
産
物
を
供
給
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
水
産
物
貿
易
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
の
変
化
に
対
応

し
、
収
益
性
の
高
い
操
業
体
制
へ
の
転
換
を
進
め
、
競
争
力
を
強
化
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

今
後
と
も
国
民
に
対
し
て
水
産
物
を
安
定
的
に
供
給
す
る
と
い
う
使
命
を
果

た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
漁
業
を
め
ぐ
る
環
境
の
下

で
、
限
ら
れ
た
水
産
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
つ
つ
、
競
争
力
に
優
れ
た
漁
業

活
動
を
安
定
的
に
行
い
得
る
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
漁
業
経
営
を
育
成
し
、
こ

れ
を
今
後
の
漁
業
生
産
を
担
っ
て
い
く
主
体
と
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。 

 

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
漁
業
経
営
改
善
制
度
（
以
下
「
本
制
度
」

と
い
う
。
）
は
、
こ
の
よ
う
な
漁
業
を
取
り
巻
く
課
題
を
踏
ま
え
、
計
画
的
な

資
源
管
理
や
漁
場
改
善
に
取
り
組
む
漁
業
者
及
び
そ
の
よ
う
な
漁
業
者
を
構
成

員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合
等
（
以
下
「
漁
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
漁
業

経
営
の
改
善
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
漁
業
経
営
を

育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

一
方
、
漁
業
現
場
に
お
い
て
は
、
水
産
業
を
核
と
し
て
地
域
の
所
得
向
上
を

目
指
す
計
画
で
あ
る
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
、
浜
の
活
力
再
生
広
域
プ
ラ
ン
又

は
漁
船
漁
業
構
造
改
革
広
域
プ
ラ
ン
（
以
下
「
浜
プ
ラ
ン
等
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
地
域
主
体
の
漁
業
経
営
の
改
善
の
取
組
が
行
わ
れ
て
お
り
、
当
該
取
組

に
対
し
て
水
産
施
策
を
重
点
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

今
後
、
漁
業
経
営
の
改
善
を
進
め
よ
う
と
す
る
意
欲
あ
る
漁
業
者
等
に
は
、
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水
産
基
本
計
画
に
示
さ
れ
た
水
産
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
ら
の
経
営
状
況
や
経
営
資
源
の
実
情
、
消
費
者
や
実
需
者

の
ニ
ー
ズ
、
資
源
量
の
動
向
、
生
産
構
造
の
展
望
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

生
産
コ
ス
ト
の
削
減
、
付
加
価
値
の
向
上
等
に
向
け
た
取
組
を
、
自
ら
の
創
意

工
夫
を
生
か
し
て
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

浜
プ
ラ
ン
等
に
基
づ
く
地
域
主
体
の
取
組
と
連
携
し
つ
つ
、
自
ら
の
経
営
状
況

や
経
営
資
源
の
実
情
、
消
費
者
や
実
需
者
の
ニ
ー
ズ
、
資
源
量
の
動
向
、
生
産

構
造
の
展
望
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
、
付
加
価
値
の

向
上
等
に
向
け
た
取
組
を
、
自
ら
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
て
具
体
化
し
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

二

漁
業
経
営
の
改
善
の
内
容
に
関
す
る
事
項

イ 

（
略
）

ロ

対
象
漁
業
者

本
制
度
の
対
象
と
す
る
漁
業
者
は
、
そ
の
漁
業
経
営
の
改
善
に
当
た
っ

て
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
自
主
的
な

資
源
管
理
又
は
漁
場
改
善
に
取
り
組
む
者
、
漁
獲
量
の
大
部
分
が
漁
業
法
（

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
漁
獲

割
当
て
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
者
及
び
同
法
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
区
画
漁
業
権
に
基
づ
か
ず
に
養
殖
業
を
営
む
者
と
す
る
。 

⑴ 

漁
業
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
協
定
に
基
づ

く
資
源
管
理 

⑵

（
略
）

ハ

（
略
） 

二

漁
業
経
営
の
改
善
の
内
容
に
関
す
る
事
項

イ 

（
略
）

ロ

対
象
漁
業
者

本
制
度
の
対
象
と
す
る
漁
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
計
画
的
な
資
源
管
理
又

は
漁
場
改
善
に
取
り
組
む
者
と
す
る
。

⑴

国
及
び
都
道
府
県
が
作
成
す
る
資
源
管
理
指
針
に
基
づ
き
、
自
ら
取
り

組
む
休
漁
、
漁
獲
量
制
限
、
漁
具
制
限
等
の
資
源
管
理
措
置
に
つ
い
て
記

載
し
た
資
源
管
理
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
確
実
な
実
施 

⑵

（
略
） 

ハ

（
略
） 

三

漁
業
経
営
の
改
善
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

漁
業
経
営
の
改
善
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
漁
業
者
等
は
、
経
営
の
現
状
を

客
観
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
実
施
し
よ
う
と
す
る
措
置
の
費
用
対
効
果
に

つ
い
て
十
分
な
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
経
営
改
善
を
着
実
に
進
め

て
い
く
た
め
に
は
、
目
標
値
と
こ
れ
に
対
す
る
達
成
度
を
常
に
把
握
し
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
、
本
制
度
に
お
い
て
は
、
定
量
的
な
目
標
の
下
で
、
経
営
の
相
当

程
度
の
向
上
の
た
め
の
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
個
々
の
漁

業
者
等
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
経
営
の
向
上
の
目
標
に
つ
い
て
は
、

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
改
善
計
画
の
三
類
型
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定

め
る
指
標
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
複
数
の
漁
業
者
等
が
共
同
し
て
漁

業
経
営
の
改
善
に
取
り
組
む
場
合
の
改
善
計
画
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
全
体
と

し
て
の
指
標
と
、
参
加
者
個
々
の
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

三

漁
業
経
営
の
改
善
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

漁
業
経
営
の
改
善
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
漁
業
者
等
は
、
経
営
の
現
状
を

客
観
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
実
施
し
よ
う
と
す
る
措
置
の
費
用
対
効
果
に

つ
い
て
十
分
な
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
経
営
改
善
を
着
実
に
進
め

て
い
く
た
め
に
は
、
目
標
値
と
こ
れ
に
対
す
る
達
成
度
を
常
に
把
握
し
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
、
本
制
度
に
お
い
て
は
、
定
量
的
な
目
標
の
下
で
、
経
営
の
相
当

程
度
の
向
上
の
た
め
の
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
個
々
の
漁

業
者
等
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
経
営
の
向
上
の
目
標
に
つ
い
て
は
、

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
改
善
計
画
の
三
類
型
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定

め
る
指
標
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
複
数
の
漁
業
者
等
が
共
同
し
て
漁

業
経
営
の
改
善
に
取
り
組
む
場
合
の
改
善
計
画
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
全
体
と

し
て
の
指
標
と
、
参
加
者
個
々
の
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
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こ
と
と
す
る
。

イ 

一
般
型 

⑴
・
⑵ 

（
略
）

⑶

指
標 

計
画
期
間
に
お
け
る
減
価
償
却
前
利
益
（
営
業
利
益
及
び
減
価

償
却
費
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
付
加
生
産
額
（
営
業
利

益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
従

業
員
一
人
当
た
り
の
減
価
償
却
前
利
益
又
は
従
業
員
一
人
当
た
り
の
付
加

生
産
額
の
い
ず
れ
か
の
伸
び
率
が
、
基
準
値
以
上
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
ら

の
指
標
を
初
め
て
用
い
る
場
合
の
基
準
値
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
漁
業
者

等
が
、
新
規
事
業
の
実
施
、
新
た
な
技
術
・
手
法
の
導
入
、
新
た
な
資
源

管
理
の
実
施
、
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
実
施
、
新
た
な
販
売
手
法

の
導
入
・
販
路
の
開
拓
又
は
組
織
再
編
若
し
く
は
他
の
事
業
者
と
の
連
携

強
化
に
取
り
組
む
場
合
に
お
い
て
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
し
、
直
近
の

改
善
計
画
に
お
い
て
基
準
値
を
上
回
る
伸
び
率
で
漁
業
経
営
を
改
善
し
た

者
が
次
期
改
善
計
画
以
降
の
認
定
の
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
基
準

値
か
ら
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
し
た
値
を
新
た
な
基
準
値
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
基
準
値
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
）
。 

ロ

地
域
連
携
型 

⑴ 

対
象
者 

浜
プ
ラ
ン
等
（
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
、
浜
の
活
力
再
生
広

域
プ
ラ
ン
又
は
漁
船
漁
業
構
造
改
革
広
域
プ
ラ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
基
づ
く
取
組
で
あ
っ
て
、
当
該
浜
プ
ラ
ン
等
に
お
け
る
所
得
向
上
の

目
標
達
成
へ
の
貢
献
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
実
施
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

⑵
・
⑶ 

（
略
） 

ハ 

（
略
） 

こ
と
と
す
る
。

イ 

一
般
型 

⑴
・
⑵ 

（
略
）

⑶

指
標 

計
画
期
間
に
お
け
る
減
価
償
却
前
利
益
（
営
業
利
益
及
び
減
価

償
却
費
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
付
加
生
産
額
（
営
業
利

益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
従

業
員
一
人
当
た
り
の
減
価
償
却
前
利
益
又
は
従
業
員
一
人
当
た
り
の
付
加

生
産
額
の
い
ず
れ
か
の
伸
び
率
が
、
基
準
値
以
上
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
ら

の
指
標
を
初
め
て
用
い
る
場
合
の
基
準
値
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
直

近
の
改
善
計
画
に
お
い
て
基
準
値
を
上
回
る
伸
び
率
で
漁
業
経
営
を
改
善

し
た
者
が
次
期
改
善
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
基
準

値
か
ら
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
し
た
値
を
新
た
な
基
準
値
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
基
準
値
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
）
。 

ロ

地
域
連
携
型

⑴ 

対
象
者 

浜
プ
ラ
ン
等
に
基
づ
く
取
組
で
あ
っ
て
、
当
該
浜
プ
ラ
ン
等

に
お
け
る
所
得
向
上
の
目
標
達
成
へ
の
貢
献
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
実
施

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

⑵
・
⑶

（
略
）

ハ 

（
略
） 

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
二
の
ロ
の
対
象
漁
業
者
に
は
、
国
及
び
都
道
府
県
が
作
成
す
る
資
源
管
理
指
針
に

基
づ
き
、
自
ら
取
り
組
む
休
漁
、
漁
獲
量
制
限
、
漁
具
制
限
等
の
資
源
管
理
措
置
に
つ
い
て
記
載
し
た
資
源
管
理
計
画
の
作

成
及
び
そ
の
確
実
な
実
施
に
取
り
組
む
漁
業
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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 令和５年２月 16 日に開催された水産政策審議会第 102 回企画部会における
審議の結果、諮問のあった下記事項については、諮問のとおり実施すること
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